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【保険税は、しっかり納めましょう】　

　保険税を納期限が過ぎても未納のときは、督促しま

す。督促しても未納が続き、納税相談などに応じない

ときは、次のような措置をとります。

①有効期間が６ヵ月の通常より短い保険証を交付しま

す。有効期間が短いので頻繁に更新手続が必要です。

②納付相談などが無いまま滞納が続くと資格証明書を

交付します。資格証明書では、医療費をいったん全額

自己負担することになります。

　保険税の納付がどうしても困難な時は、滞納のまま

にせず、早めにご相談ください。納税については、納

税課納税係（☎ 23 － 2341）までご連絡ください。

【ジェネリック医薬品についての Q&A】

Qジェネリック医薬品にすると必ず医療費の自己

負担は軽くなりますか？

A変更した薬自体の価格は下がっても、自己負担

額があまり変わらない場合もありますので、事

前に薬剤師に相談してみましょう。

【年金の請求を忘れてはいませんか】

①年金加入期間が 25 年未満の方は、“カラ期間”と

合わせて 25 年以上あれば年金が受け取れます。

②受け取り開始を 66 歳以降に繰り下げている方は、

70 歳迄に請求手続きが必要です。

③厚生年金期間がある 65 歳以上の方は、「老齢厚生」

と「老齢基礎」の２種類の年金が受け取れます。片方

だけの方は手続きが必要です。

④厚生年金期間が１年以上ある方は、年金受給権があ

る場合、60 歳から「特別支給の老齢厚生年金」を受

け取れます。

⑤ 60 歳以上で、会社にお勤めの方は、年金受給権が

ある場合、年金額が調整される場合がありますが、年

金を受け取れます。

■役場窓口年金相談日　

　12 月 6 日（月）・20 日（月）〈戸籍年金係窓口〉　

■年金保険相談所の開設

　主催　札幌北年金事務所

　日時　12 月 17 日（金）10 時～ 15 時

　場所　商工会館（錦町）　

※年金保険相談は予約制です（相談予約専用ダイヤル

☎ 011 － 717 － 4133）。また、代理人の方が相談に

行く場合は、委任状・身分証明書が必要です。

▼国保・後期高齢者医療についての問合せは

　住民課国保・後期高齢者医療係（☎ 23 － 2467）

年 金 読んで得する年金・国保のお話 国 保

▼年金についての問合せは

　住民課戸籍年金係（☎ 23 － 2463）

　当別高校の温室で生徒たちが育

てたシクラメンを販売します。

▼日時　

・12 月 4 日（土） 9 時～ 11 時 30 分

・12 月 6 日（月）～ 22 日（水）

 10 時～ 11 時 30 分（日曜を除く）

▼価格　

　4 号鉢 300 円～、5 号鉢 500 円

▼問合せ　当別高校園芸デザイン科

　（☎ 23 － 2444）

　札幌北法人会当別支部（宮永雅

己支部長）から、11 月 8 日（月）

に AED（自動体外式除細動器）

1 台が寄贈され、白樺コミュニ

ティーセンターに配備されること

になりました。

　 同 支 部 か ら は、 こ れ ま で も

AED を寄贈していただいており、

既に町内の全小中学校や各施設に

配備されています。

　平成 22 年秋の叙勲で、小武

正
ま さ す

寿さん（樺戸町）が地方自治功

労で「旭日双光章」を受章され、

11 月 5 日（金）にホテルロイト

ン札幌で北海道知事から伝達され

ました。

　小武さんは町議会議員として、

昭和 58 年 5 月から平成 19 年 4

月までの長きにわたり、町勢の伸

展に貢献されました。

小武正寿さんが
旭日双光章を受章

シクラメンの販売
AEDが

寄贈されました
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▼当別ふれあいバス

・運休 1 月 1 日

・土日祝日ダイヤ

　12 月 31 日、1 月 2 日～ 3 日

・通常運行　1 月 4 日～

▼当江線

・運休　12 月 31 日～ 1 月 2 日

・通常運行　1 月 3 日～

▼詳細　企画課企画振興係

　　　　（☎23 － 3042）

　　　　㈲下段モータース

　　　　（☎23 － 2630）

12 月 29 日～１月 5 日休業

・子どもプレイハウス

12 月 31 日～１月 5 日休業

・役場本庁舎　・第２庁舎

・太美出張所　・子ども発達支援センター

・総合保健福祉センター ( ゆとろ )

・保育所

12 月 30 日～１月 5 日休業

・総合体育館　・世紀会舘

・西当別コミュニティーセンター

・白樺コミュニティーセンター

年末年始の
町の施設・業務等のご案内

業 務 案 内業 務 案 内

※出生、死亡、婚姻届等、戸籍関係

の届出は年末年始の休業に関わらず、

本庁舎の警備員室で受け付けます。

▼詳細　総務課 (☎ 23 － 2330)

みどりヶ丘葬苑

1 月 1 日・2 日休業

一般家庭ごみ収集

・ステーション収集(ごみカレンダー参照)

12 月 30 日～ 1 月 2 日休業

・北石狩衛生センター自己搬入

12 月 29 日～ 1 月 5 日休業

・粗大ごみ受け付け

12 月 29 日～ 1 月 4 日休業

し尿汲み取り

12 月 29 日～ 1 月 4 日休業

12 月 15 日までの申し込みについて

は、年内に汲み取ります。　

▼申込み
　当別清掃社 (☎22 － 3056)

ふれあいバス・当江線運行ダイヤ

　町内各団体の共催により、町民

の皆さんが一堂に会して新年を祝

う「新春町民の集い」を開催します。

▼日時　

  平成 23 年 1 月 4 日（火）11 時～

▼会場　田西会館　

▼会費　2,000 円

▼共催団体　

　町、町議会、町教育委員会、町

農業委員会、町社会福祉協議会、

北石狩農業協同組合、当別土地改

良区、篠津中央土地改良区、当別

町商工会

▼申込方法　

　会費を添えて、

一般参加の方は役

場総務課へ、共催

団体関係者は各団

体へお申込みくだ

さい。

▼申込期限　

　12 月 20 日（月）

▼問合せ　

　総務課総務係（☎ 23 － 2330）

新 春新 春

新たな年のスタート
新春町民の集いのご案内

　町では、各種サービスを実施し

ています。

除雪サービス

◆内容　玄関先から公道までの生

活路（１ｍ幅）の除雪を行います。

（12 月から 3 月まで）

◆対象　65 歳以上のひとり暮ら

しの高齢者、いずれかが 65 歳以

上の高齢者夫婦世帯、重度（１級・

２級）身体障がい等のある方で、

自力での除雪ができない町内に在

住する町民税所得割非課税世帯　

◆料金　一冬 7,000 円

　（生活保護世帯は 3,000 円）

緊急通報サービス

◆内容　緊急通報装置を貸与し、

緊急事態が発生したら外部へ連絡

ができます。

◆対象　65 歳以上のひとり暮ら

しの高齢者（町民税非課税世帯）

◆料金　通報にかかる通話料のみ

配食サービス

◆内容　食の確保と安否確認のた

め夕食を配達（週 5 日以内）します。

◆対象　65 歳以上のひとり暮ら

しの高齢者など

◆料金　一食 400 円

▼問合せ　地域包括支援センター

（☎ 25 － 5152）、介護サービス係

（☎ 23 － 3029）

サ ー ビ スサ ー ビ ス

各種サービスを実施しています

防犯協会ニュース
●タイヤ盗難被害が多発！

　タイヤ盗難被害が激増しております。タイヤ交換シーズン中はさら

に増加する可能性がありますのでご注意ください。被害防止策として

次があげられます。①物置や車庫に保管する場合は、必ず施錠する。

②盗まれたときのために、タイヤの特徴記録やマーキングをする。

侵入窃盗 自動車盗 車上狙い タイヤ盗 自転車盗 万引き 不審者

20 件 0 件 12 件 6 件 79 件 7 件 2 件

●当別町防犯協会・☎ 23 － 2711

平成 22 年 10 月末刑法発生状況
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　日頃、あなたが考えているまちづくりのアイディアや、ご意見をお聞かせください。

寄せられたご意見は、広報誌で取り上げることを予定しているほか、直接回答を差し上げることもできます。

この手紙は苦情を受け付けるものではありませんので、ご了承願います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　情報課広報広聴係（☎ 23 － 3069）

町長への手紙 をお寄せください
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